
受講料：無料
定 員：30名（先着順）
主 催：ジェトロ香川、香川県
共 催：ジェトロ徳島、高松商工会議所

海外ビジネス人材育成講座

EPAの活用
HSコードとは
原産地規則
原産地証明手続き
根拠書類の作成方法
サプライヤー証明書

1966年4月通商産業省（現 経済産業省）
入省。通商白書執筆、医療国際化、特定原
産地証明書に関する業務などに従事。2017
年6月にTSストラテジーを設立し、現在に至る。

QRコードより
お申込みいただけます

【お問い合わせ】 ジェトロ香川（担当：北條、谷川）TEL:087-851-9407 Email: kgw@jetro.go.jp

＜申込リンク＞
https://www.jetro.go.jp/customer/
act?actId=B0065212S

藤森 陽子氏
TSストラテジー株式会社 代表取締役

申込締切：2024年2月8日（木）17時

講演内容

EPA活用促進ウェビナー
～概要と根拠書類作成方法～

講師

2024/2/9（金）14:00～15:30
オンライン開催

EPA（経済連携協定）とは、特定の国や地域との貿易の際に課される関税の撤廃や削減等を定めた国際協
定です。EPAの活用によって関税負担を軽減することは、企業の競争力向上のためにますます重要になっています。
本セミナーでは、EPAの概要と活用について解説します。EPAを活用して輸出を始めたい方のみならず、既に輸出
を行っている方も改めてEPA活用のメリットを学ぶ機会として、ぜひ本セミナーにご参加ください。
※当セミナーは、香川県内に事業所を有する企業・団体・個人が対象です。

お申込み


